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持続可能な公共交通を目指して 
 

 

 

江戸川区は、東京都の東部に位置しており、公共交通網は主に東西方向に５本の鉄道路線と、路

線バスにより構成されています。 

本区には南北方向の鉄道路線がないことから、区を縦断する環状七号線方向の交通課題の解決に

向けて、平成６年度から関係区とともに「メトロセブン構想」に取り組んできており、平成 28 年

度にはメトロセブンとエイトライナーからなる区部周辺部環状公共交通が、「地域の成長に応じた

鉄道ネットワークの充実に資するプロジェクト」として交通政策審議会答申第 198号に位置付けら

れました。 

第 198号答申で、課題とされていた事業費削減のための中量軌道交通システムについても調査を

重ね、2030年頃とされている次期答申に向けて、本区を含む関係９区が一体となり、区部周辺部環

状公共交通の実現を目指して、精力的に取り組んでおります。 

この南北交通の課題のほか、骨格的な公共交通ネットワークの維持や鉄道駅周辺の拠点整備等に

よる公共交通利用者の流動傾向の変化等を考慮し、将来にわたって持続可能な公共交通とするため

に、本区では令和３年３月に公共交通のマスタープランとして「江戸川区地域公共交通計画」を策

定し、区内公共交通の利便性向上に向けて取り組んできました。 

近年は新型コロナウイルス感染症の影響による生活スタイルの変化や、人口減少による長期的な

公共交通利用者の減少、慢性的なバス運転手不足の問題等により公共交通を維持していくことが大

変厳しい局面を迎えています。 

そのため交通事業者のみならず、地域の関係者が連携・協働（共創）し、地域全体で地域公共交

通を支えていくことが重要です。 

こうした状況を踏まえ、本区は、引き続き持続可能な公共交通の実現を目指し、区民・利用者、

交通事業者、道路管理者、公安委員会等の関係機関とともに連携・協働を図りながら本計画を推進

してまいります。 

 

 

令和８年（２０２６年）３月 

 

 

 

 

 

 

 

江戸川区長 斉藤 猛          
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第１章 計画策定の目的と本計画の位置付け 

１-１ 計画策定の目的 

「江戸川区地域公共交通計画（以下「前計画」と記載）」は、本区の公共交通に関する現状・

課題および目標について具体的に示すとともに、公共交通に関わる事業主体が参加・連携し、持

続可能な公共交通の実現を目指し、令和 3年度から令和 7年度までの 5年間を計画期間として策

定しました。 

本計画は、前計画の計画期間の満了に伴い、社会情勢・環境の変化や、前計画の進捗を踏まえ、

本区が目指すべき目標や目標達成に向けた指標を更新し、新たに策定するものです。 

 

１-２ 計画の位置付け 

本計画は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）」に

基づく「地域公共交通計画」として策定し、本区の公共交通に関わるマスタープランとして運用

します。 

また、本区の「2100 年の江戸川区（共生社会ビジョン）」「2030 年の江戸川区（SDGs ビジョ

ン）」〔長期計画・中期計画〕、「江戸川区都市計画マスタープラン」等の上位計画、関連計画

および個別の交通計画等との整合を図ります。 

 

  

江戸川区長期計画・中期計画 

2100年の江戸川区 

（共生社会ビジョン） 

（令和 4年 8月） 

2030 年の江戸川区 

（SDGs ビジョン） 

（令和 4年 8 月） 

国土交通省 

 

 

 

 

 

東京都 

 

 

 

東京における地域公共交通の基本方針 

（令和 4 年 3 月） 

江戸川区地域公共交通計画 

【本計画】 

関連計画 

江戸川区ユニバーサルデザインマスタープラン 

（令和 5 年 3 月） 

江戸川区 

都市計画マスタープラン 

（平成 31年 3月） 

地域公共交通の活性化及び再生の促進に 

関する基本方針 

（令和 5 年 8 月） 

…等 

第 3 次交通政策基本計画 

（令和 8 年 1 月） 

みんなで「いまの生命（いのち）」と 

「みらいの地球」を守る計画 

（江戸川区気候変動適応計画） 

（令和 4 年 12 月） 
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１-３ 計画区域 

本計画は、本区の全域を対象とします。 

 

１-４ 計画期間 

計画期間は、令和 8年度から令和 12年度の 5年間とします。 

 

１-５ 評価項目 

計画期間中は、本計画において設定した指標に基づき評価を毎年行います。 

また、最終年度では計画の進捗を踏まえた施策・取組の見直しを行い、次期地域公共交通計画

を策定します。 

 

１-６ 計画の対象 

本計画において対象とする移動手段は、鉄道や路線バス、タクシー等の既存の旅客運送サービ

スとします。また、シェアサイクル、自動運転およびグリーンスローモビリティ※等の交通サー

ビスも検討の対象とします。 

なお、特定の利用者を対象とした移動手段（福祉輸送、送迎バス）は本計画の対象には含めま

せんが、地域公共交通と連携し、持続可能な交通ネットワークの形成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※時速 20km 未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスをいいます。 

連携 

鉄道 路線バス タクシー 

シェア 

サイクル 

自動運転 

グリーンスロー 

モビリティ 

検討対象とする地域公共交通 

福祉輸送 送迎バス 
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第２章 本区の公共交通を取り巻く現状 

２-１ 地域の現状と移動ニーズ 

 人口推移 

区内の将来人口は、令和 2 年前後に人口のピークを迎えた後に減少し、令和 82 年には現在

の約半数になると想定されています。 

老年人口（65歳以上人口）の割合は平成 27 年の 20.6％から令和 32 年には 27.1％まで、約

7ポイント上昇します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：江戸川区「施策策定のための人口等基礎分析」（令和 2 年 3 月）を基に作成 

図 各年の区内の人口推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：江戸川区「施策策定のための人口等基礎分析」（令和 2 年 3 月）を基に作成 

図 各年の区内の年齢 3 区分別人口構成比の推移 
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※詳細は資料編参照 

高齢化の進行 
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本区推計（下位推計）
実績値（国勢調査）

（万人）

人口半減 
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 移動量の推移、傾向 

区内の移動量は、平成 20 年～30年の 10

年間で約 13％減少しています。 

区内間の移動では「徒歩」や「自転車」

が多く利用されており、区内と区外の移動

では「鉄道」が主要な手段となっています。 

一方で、「バス」の利用割合は区内、区

外問わず 5％未満となっており、ほかの手

段と比べると利用が限られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：東京都市圏パーソントリップ調査結果を基に作成 

図 各年の区内間移動時の代表交通手段割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：東京都市圏パーソントリップ調査結果を基に作成 

図 各年の区内⇔区外移動時の代表交通手段割合 
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17.9%

14.4%
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35.9%

35.1%
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38.8%
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鉄道 バス 自動車 自動二輪車 自転車 徒歩 その他・不明

2,219.3 2,311.8
2,432.3

2,118.3

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

S63 H10 H20 H30

（千T.E)

資料：東京都市圏パーソントリップ調査結果を基に作成 

図 各年の区内移動量の推移 

13％減少 
※ 

※トリップエンド。ある人が「どこから」「どこまで」移動したか、その出発する移動数と到着する移動数を合計した値

です。 
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携帯電話やスマートフォンの GPS情報等から得られるビッグデータによると、区内の移動は

鉄道駅を中心に約 1.5～2km 圏内に集中しており、通勤・通学や買い物等に伴う移動では鉄道

駅およびその周辺を多く利用することがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※緑色の円は区内の鉄道駅+新小岩駅を中心に内側から 500ｍ,1,000ｍ,1,500ｍ 

資料：ゼンリン「混雑統計」を基に作成 

図 区内の 1 日平均移動量（平日、15～17 時） 
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２-２ 公共交通ネットワークの実態 

 公共交通ネットワーク 

区内には JR 東日本、京成電鉄、東京地下鉄、東京都交通局の 4 社局 5 路線の鉄道が運行し

ており、12 の鉄道駅が立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 区内の鉄道路線および鉄道駅の位置 
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路線バスは都営バス、京成バス、京成バス東京の 3 事業者が約 50 のバス路線を運行してお

り、南北方向を中心に鉄道駅を結ぶ形で区内全域にネットワークが形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 運行事業者別・区内のバス路線（令和 8 年 1 月時点） 
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 交通空白地域 

前計画では、鉄道駅から 500m以上およびバス停留所から 300m 以上離れた地域を「要検証区

域」と定め、公共交通の利便性に関して検証すべき地域と位置付けていました。その中でも、

道路環境や高齢化率等から、上一色周辺地区をモデル地区とし、コミュニティ交通の実証運行

を行いました。結果としては、一定の利用が見られたものの、設定した目標値に届かず、本格

運行には至りませんでした。 

しかしながら、今後、高齢化率はより一層大きくなることが想定されるため、福祉・医療等

の施策と連携した移動支援の仕組みを検討していく必要があります。 

なお、「要検証区域」はあくまで公共交通サービスの観点から設定したものであることから、

今後は日常生活に必要な移動手段の確保が困難となる「交通空白地域」と再定義します。 

また、前計画策定後、バス路線の廃止により、新たに交通空白地域が 1箇所生じ、現在は 11

箇所の交通空白地域があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 区内の交通空白地域（令和 8 年 1 月時点）  

バス路線廃止に伴う 

新たな交通空白地域 

①京成小岩北 

②上一色周辺 

③篠崎公園周辺 

④篠崎町 4 周辺 

⑤東篠崎 1 周辺 

⑧東葛西 2 周辺 

⑨西葛西 2 周辺 

⑥松島 4 周辺 

⑦東小松川周辺 

⑩平井 4 周辺 

⑪西瑞江周辺 
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 コミュニティ交通の実証運行 

本区では鉄道駅やバス停留所からの距離があることや、高齢化率が高い地域特性を踏まえ、

上一色周辺地区において、令和 4 年 4 月から令和 5 年 6 月にかけてコミュニティ交通の実証

運行を実施しました。 

実証期間中は、シルバーパスの適用やバス停留所の新設等のサービス改善に努めましたが、

運行ルートの制約から一方向での循環しかできなかったことや、一周あたりの所要時間が長

い等の課題もあり、設定していた目標値 360 人/日に届かず本格運行には至りませんでした。 

■コミュニティ交通の実証運行の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 内容 

運行期間 R4.4～R5.6 

地域 上一色周辺 

運行事業者 京成バス 

運行形態 
一方向循環 

小岩駅→(循環)→小岩駅 

路線延長 約 7.2ｋｍ 

所要時間 約 40 分 

便数 20 便/日 

運賃 
大人 220 円 

こども 110 円 

 

図 運行したコミュニティバス 

（小型バス 乗車定員：30 名） 

83.9 78.5 77.1 88.9 69.3 71.7 62.0 53.4 59.7 60.9 58.1 62.6 63.8 64.5 76.0

41.8 45.2 52.2 54.3 59.8 60.5 68.5 68.8 71.0 76.3 84.783.9 78.5 77.1 88.9
111.1 116.9 114.2 107.7 119.5 121.4 126.6 131.4 134.8 140.7 160.7

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

R4年 R5年

（人/日）

月別・日当たり平均 IC+現金 月別・日当たり平均 シルバーパス

利便性向上及び利用促進策 

・令和４年 ８月 １日～ 東京都シルバーパスの適用 

・令和４年１２月１６日～ バス停留所の追加（②⑤⑬） 

・令和５年 １月 １日～ 障害者等の運賃割引適用 

・令和５年 １月 １日～ 実証運行期間の延長（６ヵ月） 

目標人数 360 人/日 

延長期間 

シルバー 

パス適用 

バス停 

追加 

障害者 

割引適用 

図 運行ルート図（循環） 
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【参考】区内鉄道駅の駅勢圏について 

上一色周辺地区で実施したコミュニティ交通の実証運行の結果のうち、「バスを使わない」

と回答した人の住所から判断すると、一般的な駅勢圏は 800ｍであると考えられます。 

区内鉄道駅の駅勢圏を 800ｍにすると以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 区内鉄道駅の駅勢圏（800ｍとした場合） 
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２-３ 公共交通サービスの利用実態 

 鉄道 

区内鉄道駅の利用者数は新型コロナウ

イルス感染症の流行を境に減少しました

が、令和 6年度時点で 93.7％まで回復して

います。 

 

 

 

 

表 区内の鉄道駅別・鉄道利用者数推移（単位：人/日） 

  H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6 

京成本線 
京成小岩 9,454 7,411 7,748 8,438 8,872 9,087 

江戸川 3,161 2,510 2,595 2,800 3,008 3,142 

JR 総武線 
平井 33,437 26,000 26,773 28,658 29,973 31,063 

小岩 66,126 50,403 52,468 55,564 58,306 60,083 

都営新宿線 

東大島 16,109 12,277 12,863 13,814 14,746 15,210 

船堀 32,101 24,236 25,542 27,096 28,456 29,255 

一之江 22,522 17,605 18,425 19,816 20,902 21,681 

瑞江 28,546 22,425 23,447 25,025 26,434 27,517 

篠崎 20,642 16,455 17,389 18,310 19,219 19,841 

東京メトロ 

東西線 

西葛西 52,107 37,619 39,537 43,893 46,631 48,273 

葛西 53,432 39,526 40,819 44,682 47,844 49,629 

JR 京葉線 葛西臨海公園 13,702 9,942 11,033 12,559 13,648 14,511 

合計 351,339 266,409 278,639 300,655 318,039 329,292 

資料：東京都「東京都統計年鑑」、鉄道事業者公表資料を基に作成 

  

100.0

75.8
79.3

85.6

90.5 93.7

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6

（％）

資料：東京都「東京都統計年鑑」、鉄道事業者公表資料を基に作成 

図 各年度の鉄道利用者数の伸び率推移 

新型コロナウイルス感染症の 

流行前の約 93.7％ 
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 路線バス 

区内を運行する路線バスの利用者数は、

鉄道と同様に新型コロナウイルス感染症

の流行を境に減少しましたが、令和 6年度

時点で 105.5％まで回復しました。 

 

 

 

 

 

表 区内を運行するバス事業者別・利用者数推移（人/日） 

 H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6 

都営バス 106,689 92,303 97,640 103,192 106,794 111,273 

京成バス 32,923 24,804 27,937 30,768 33,967 35,909 

京成バス東京 6,261 5,013 5,624 5,868 6,197 6,660 

合計 145,873 122,120 131,201 139,828 146,958 153,842 

資料：バス事業者提供資料を基に作成 

 

特に、環状七号線を南北に運行するシャトル☆セブン（亀有駅および小岩駅～葛西臨海公園

駅～東京ディズニーリゾート®）では、利用者が増加し、令和 6 年度には過去最高の利用者数

を記録しています。 
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6,352

3,500

4,000

4,500

5,000
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6,000

6,500
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（人/日）

100.0

83.7

89.9

95.9

100.7

105.5

80.0

90.0

100.0

110.0

H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6

（％）

資料：バス事業者提供資料を基に作成 

図 各年度の路線バス利用者数の伸び率推移 

新型コロナウイルス感染症の 

流行前を上回る 

過去最高の 

利用者数 

資料：バス事業者提供資料を基に作成 

図 各年度のシャトル☆セブン利用者数の推移 図 区内を運行するシャトル☆セブン 
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 タクシー 

近年の東京都区部・武三地区のタクシーの実働車 1 日 1 車あたり走行キロ※は、新型コロナ

ウイルス感染症の流行を境に減少したものの、現在は流行前まで回復しました。 

輸送人数は新型コロナウイルス感染症の流行後に大きく減少し、令和 6年度においても流行

前と比較して約 5,000万人少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：東京ハイヤー・タクシー協会「東京のタクシー2025」を基に作成 

図 各年度のタクシーの走行キロ（実働車 1 日 1 車あたり）と年間輸送人数の推移 

（東京都区部・武三地区） 

また、近年は高齢者や車いす利用者およびベビーカー利用の親子連れ、また、近年増加して

いる外国人旅行客等、誰もが快適に利用しやすい「ユニバーサルデザインタクシー」の導入が

進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省関東運輸局ホームページ 

図 ユニバーサルデザインタクシー 
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（億人/年） 新型コロナウイルス感染症の 
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※旅客輸送のために走行した自動車１台が１日に走った距離をいいます。 
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 シェアサイクル 

本区では「e サイクル※1」と「コミュニティサイクル※2」のシェアサイクル事業を推進して

おり、区内のほぼ全域がシェアサイクルのポート※3から 800ｍ（自転車で約 5分）の範囲に含

まれています。これにより公共交通との接続性や地域内交通の利便性向上を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 区内のシェアサイクル利用圏域（ポートより 800ｍ）（令和 7 年 10 月時点） 

  

※1：e サイクル（レンタサイクル）は江戸川区レンタサイクルの愛称です。 

※2：コミュニティサイクルは公共施設やコンビニ等に設置されたポートから自転車を借りることができるシェアサイク

ル事業です。 

※3：シェアサイクルの自転車を留置するための駐輪場のことをいいます。 
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 公共交通の満足度 

本区では、区民の声を区政運営に反映させるため、毎年「江戸川区民世論調査」を実施して

おり、この中で、「交通の便」に関する満足度を尋ねています。 

直近 5年間の満足度（満足+やや満足）は、約 53～57％で推移しています。 

また、地域別では中央地区や東部地区、鹿骨地区の満足度が低い傾向が見られます。 

 

 

 

 

 

 
※判読性向上のため 1％未満は非表示 

資料：江戸川区「令和 7 年度 江戸川区民世論調査」を基に作成 

図 各年度の交通の便に関する満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域別・交通の便に関する満足度（令和 7 年度調査）  
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 公共交通の利用促進 

江戸川区民まつりや路線バスに関連するイベントでは、公共交通事業者の取組紹介や写真撮

影用パネルの設置等により、公共交通の利用促進に取組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、公共交通に関するポータルサイトを開設し、利用者の利用促進につながる情報や安全

性向上に関する各交通事業者の取組等をトピックスとして発信しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通に関する情報を発信するポータルサイト  

ここから 

アクセス 

↓ 

第 20 回 全国バスマップサミット（令和 6 年 2 月） 「777 の日」シャトル☆セブンイベント 

（令和 7 年 7 月 7 日） 

第 47 回 江戸川区民まつり（令和 7 年 10 月） 
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２-４ 公共交通サービスの運行実態 

 路線バスの運行本数 

路線バスの運行本数は、船堀街道、環状七号線および柴又街道等、南北方向を中心に多く運

行されています。 

しかしながら、全国的に路線バス運転手不足を起因とする減便が相次いでおり、区内におい

ても、平成 31年の運行本数から約 10％減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：バス事業者別の停留所時刻表を基に作成 

図 区内の路線バスの運行本数（令和 8 年 1 月時点） 

  

平成 31 年 4 月 

約 5,070 本/日 

令和 8 年 1 月 

約 4,480 本/日 

約 10％減少 
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 路線バスのバス停留所環境 

国土交通省では、バス車両が停車した際に車体が横断歩道にかかる等の危険度の高いバス停

留所を「更なる安全対策を講じるべきバス停留所」と定め、バス停留所の移設または廃止、そ

の他必要に応じた安全対策を求めています。 

区内には、更なる安全対策を講じるべきバス停留所が令和 2 年度時点で 10 箇所存在してい

ました。うち 4箇所は対策が完了し、令和 8年 3月時点で 6箇所が残っています。 

表 区内における更なる安全対策を講じるべきバス停留所（令和 8 年 3 月） 

№ バス停留所名 対応状況 

1 北小岩五丁目（下り） 検討中※ 

2 菅原橋（葛西駅方向） 完了（令和 4 年 5 月） 

3 篠崎駅 3 番 完了（令和 6 年 3 月） 

4 天神橋（東新小岩方向） 検討中※ 

5 天神橋（葛西駅方向） 検討中※ 

6 春江町四丁目（葛西駅方向） 検討中※ 

7 新川口（葛西駅方向） 検討中※ 

8 新川口（一之江駅方向） 完了（令和 3 年 7 月） 

9 光照寺（東新小岩方向） 完了（令和 5 年 2 月） 

10 中央三丁目（葛西駅方向） 検討中※ 

※バス停留所における注意喚起や車内アナウンス等によるソフト対策実施済み 
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２-５ 都市基盤の整備 

 都市計画道路の整備 

区内における都市計画道路は「東京都における都市計画道路の整備方針」に基づき、整備を

進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 区内の都市計画道路の整備状況  
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 再開発事業等まちづくり 

JR 小岩駅周辺地区では、都市基盤整備や不燃化および耐震化された再開発建築物への更新

とあわせて、交通環境の向上に向けて北口駅前広場の新設および南口駅前広場のゆとりある空

間への拡充が計画されています。 

船堀駅周辺地区では、区役所本庁舎移転とあわせて市街地再開発事業により日常的なにぎわ

いを創出するとともに、回遊性が高く、駅前にふさわしい拠点を形成します。また、様々な災

害に対応できるよう、新庁舎をはじめとした防災活動拠点の形成や、将来の需要に合わせた交

通結節機能の強化等が検討されています。 

なお、いずれも歩行者の駅への利便性向上や安全な歩行空間の観点から、鉄道駅から直接施

設へつながる歩行者デッキの整備も計画されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

さらに、京成本線の京成高砂駅から江戸川駅間では、道路と平面交差している鉄道を一定区

間連続して立体化する連続立体交差事業が進められており、本区では、これとあわせて京成小

岩駅周辺において不足する駅前の公共空間の創出や、交通結節機能の強化、地域の拠点として

の防災性向上を目指して、まちづくりを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：江戸川区「京成小岩駅周辺地区まちづくり基本計画 概要版」（令和 5 年 1 月） 

図 京成小岩駅周辺まちづくりの方針図  

提供：JR 小岩駅北口地区第一種市街地再開発組合 

図 JR 小岩駅北口地区 完成イメージ 

提供：船堀四丁目地区市街地再開発組合 

庁舎棟 民間棟 

図 船堀四丁目地区 完成イメージ 
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２-６ 前計画策定後の地域公共交通をとりまく環境変化 

 地域交通法の改正（令和5年） 

ローカル鉄道・路線バス等の地域公共交通は、人口減少や少子化、マイカー利用の普及や、

ライフスタイルの変化等による長期的な需要減少により、引き続き多くの事業者が厳しい状況

にあります。こうした需要の減少は、交通事業者の経営努力のみでは避けられないものである

ため、「交通 DX」、「交通 GX」および官民共創・事業者間共創・他分野共創の「3 つの共創」

から、地域公共交通の再構築（リ・デザイン）を進めるべく、令和 5年に法律が改正されまし

た。 

法律の改正では、地域公共交通の再構築（リ・デザイン）として、『自治体、交通事業者、

地域等の「地域の関係者」との「連携・協働」の推進』が明記されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「地域公共交通の「リ・デザイン」に関する制度について」（令和 5 年 10 月） 

図 地域公共交通の「リ・デザイン」の概要 

 

 省エネ法の改正（令和5年） 

政府が掲げる「2050年カーボンニュート

ラル」の達成に向け、非化石エネルギー（電

気、燃料電池、水素、バイオ燃料など）へ

の切り替えを求めるべく、令和 5年に「エ

ネルギーの使用の合理化及び非化石エネ

ルギーへの転換等に関する法律（省エネ

法）」が改正されました。 

改正では、交通事業者に対して、非化石

エネルギーへの転換に向けて「旅客の輸送

に係る非化石エネルギーへの転換に関す

る旅客輸送事業者の判断の基準」に基づく

車両類の転換を行うことが基本方針とし

て定められています。 

  

出典：国土交通省「国土交通省における環境政策の動向・取組等について 

（令和 6 年 5 月） 

図 省エネ法の公共交通に関する改正概要 
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 路線バス・タクシーの運転手不足 

路線バス・タクシーの運転手は年々減少傾向にあります。 

都内においては、路線バスの運転に必要な大型自動車第二種運転免許の保有者数は 10 年間

で約 1.3万人減少しています。また、都内のタクシー運転手も約 1.3万人の減少となっていま

す。 

各事業者においては、柔軟な働き方ができるような制度づくりや二種免許の取得支援、積極

的に新卒者や女性ドライバーを採用する等の取組を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新技術の導入 

自動運転については、限定地域での自動運転移

動サービスの実現に向けた実証実験が全国各地

で実施されています。 

また、路線バス等の運行が困難な狭あいな道路

への交通手段導入に向けて、グリーンスローモビ

リティや AI オンデマンド交通の導入に向けた実

証実験および導入が全国で進められています。 

表 自動運転のレベルと内容 

レベル 内容 

1 
運転支援 

例：自動で止まる、前の自動車について走る、車線からはみ出さない 

2 

特定条件下での自動運転機能（レベル 1 との組み合わせ） 

特定条件下での自動運転機能（高機能化） 

例：高速道路での自動運転モード機能（追い越し、分合流実施） 

3 
条件付き自動運転 
（システムがすべての運転タスクを実施するが、システムの介入要求等に対してドライバーが適切に対応） 

4 特定条件下における完全自動運転 

5 完全自動運転 

出典：国土交通省「運転支援技術・自動運転技術の進化と普及」 
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H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6

（万人）

大型自動車第二種運転免許保有者数

福井県永平寺町での実証実験で 
町民の方が乗車する様子 

出典：経済産業省「国内初！レベル４での 

自動運転移動サービスが開始されました」 
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（万人）

タクシー運転手

資料：東京ハイヤー・タクシー協会「東京のタクシー2025」を基に作成 

図 各年度の都内のタクシー運転手の推移 

1.3万人減 

資料：警察庁「運転免許統計」を基に作成 

図 各年の都内の大型自動車第二種免許 

保有者数の推移 

1.3万人減 
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 外国人居住者の増加 

区内の外国人居住者数は東京都内で最も多く、また令和 4 年以降の伸び率は平成 27 年から

平成 31 年/令和元年の伸び率と比較して高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都「外国人人口」（各年 10 月時点）を基に作成 

図 各年の区内の外国人居住者数の推移 

 

表 東京都内・外国人居住者数上位 5 自治体 

自治体名 外国人居住者（人） 

江戸川区 51,800 

新宿区 51,157 

足立区 47,340 

江東区 40,976 

板橋区 40,514 

資料：東京都「外国人人口」（令和 7 年 10 月時点）を基に作成 
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第３章 本区の地域公共交通の課題 

３-１ 地域の現状と移動ニーズ 

区内の公共交通ネットワークは、東西方向に走る鉄道と、南北方向に広がるバス路線によっ

て形成されており、鉄道は広域的な移動の中心となる一方で、鉄道駅から離れた地域では路線

バスが重要な役割を担い、日常的な移動を支えています。こうした鉄道と路線バスの連携によ

り、区内外への移動がしやすい環境が整えられています。 

しかし、日常における移動のあり方は変化しつつあると考えられます。パーソントリップ調

査やビッグデータの分析によると、新型コロナウイルス感染症の流行前後で移動量は大きく変

化していませんが、流行以前の 10 年間では移動量の減少が見られました。また、感染症の流

行をきっかけに、在宅勤務の定着や外出機会の減少等、人々の生活スタイルは変化しています。

加えて、今後は人口減少の進行が懸念されており、これらによって公共交通の利用者数は減少

することが想定されます。 

 

このような状況の中で、地域の移動手段として不可欠な公共交通を短期・中期的にどのよう

に使いやすい形とし、利用を拡大させていくかが重要な課題となっています。 

そのためには、行政や交通事業者だけでなく、公共交通を利用する側である地域住民や関係

団体も連携・協働し、地域の実情に応じた公共交通のあり方について、ともに考えていくこと

が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現 状 課 題 

今後の人口推計では 30年間で 

高齢化率が約 7ポイント上昇 

区内全体の移動量が 

10年間（H20～H30）で 13％減少 

区内の移動は、鉄道駅を中心とした 

約 1.5～2km圏内に集中 

■ 短期・中期的課題 

● 公共交通ネットワーク維持に向け

て、行政・交通事業者・地域住民等、

多様な主体による連携・協働の仕組

みづくりが必要です。 
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３-２ 公共交通ネットワークの実態 

区内における路線バスやタクシーを取り巻く環境は、近年厳しさを増しています。運転手不

足が年々深刻化しているほか、燃料費や人件費の高騰等により路線バスの運行本数削減や廃止

等が進む等、運行の継続が難しい状態となっています。 

このような状況の中で、本区では公共交通ネットワークの改善として、区内の交通空白地域

に対し、コミュニティ交通の実証運行を実施しました。収支率の観点から継続的な運行には課

題があったものの、一定の利用は確認されており、地域のニーズに応じた効率的なサービス提

供により、改善の可能性が示されています。 

 

近年では、少人数での利用や時間帯・目的に応じて柔軟に運行できる新たな輸送サービス（デ

マンド交通、グリーンスローモビリティ等）の導入が全国各地で進んでいます。これらのサー

ビスは、既存の公共交通では対応が難しかったきめ細かな移動ニーズに応えるものであり、そ

の特性から、地域住民や自治会等が主体となって運営されている事例も多く見られます。 

 

交通空白地域の解消は、交通事業者だけでは十分に対応できない状況にあります。そのため、

地域自らも主体となり、地域の実情に応じた多様な交通手段を導入・組み合わせることで、日

常的に利用しやすい公共交通環境を確保していくことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現 状 課 題 

交通空白地域が 11箇所存在 
■ 短期・中期的課題 

● 公共交通ネットワーク維持に向け

て、行政・交通事業者・地域住民等、

多様な主体による連携・協働の仕組

みづくりが必要です。[再掲] 
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３-３ 公共交通サービスの利用実態 

区内における公共交通の利用状況を見ると、鉄道利用者数は新型コロナウイルス感染症の流

行前と比較して 93.7％まで回復し、路線バスの利用者数は流行前以上の利用水準となってい

ます。特に、シャトル☆セブンでは、過去最高となる利用者数を記録しており、環七高速鉄道

（メトロセブン）構想を見据えながら、短期・中期的な取組として利便増進（シャトル☆セブ

ンの高質化）が必要と考えられます。 

 

また、区民の公共交通（交通の便）に関する満足度は 55％前後で横ばいの傾向にあります。

これは、公共交通ネットワークの質と量について、ある程度の評価はあるものの、大きな改善

には至っていないことを示していると考えられます。 

そのため、今後は需要にあわせた効率的な公共交通サービス提供体制の構築が必要と考えら

れます。構築においては、鉄道駅からの移動を補完する手段として利用が進むシェアサイクル

等、多様な移動手段を組み合わせることも重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現 状 課 題 

区内鉄道駅の利用者数は 

新型コロナウイルス感染症の流行前の 

93.7％まで回復 

区民の公共交通（交通の便）に関する 

満足度は約 55％で推移 

■ 短期・中期的課題 

● 需要に応じた公共交通サービスの体

制づくりが必要です。 

● 利用者が増加するシャトル☆セブン

は、環七高速鉄道（メトロセブン）構

想を見据え、短期・中期的視点からの

利便増進（高質化）が必要です。 

■ 長期的課題 

● 環七高速鉄道（メトロセブン）構想の

実現に向けた調査検討の推進と、進

捗に応じた関係機関への働きかけが

必要です。 

シェアサイクルポートの圏域は 

区内全域をカバーし、 

その利用は鉄道駅が中心 



 

27 

３-４ 公共交通サービスの運行実態 

公共交通は、地域の人々の日常生活や経済活動を支える基盤であり、その持続的な運行は地

域社会全体の協力によって成り立っています。したがって、行政や交通事業者だけでなく、住

民や地域団体、商業施設、学校等、地域に関わる多様な主体が「公共交通をみんなで支えてい

く」という意識を共有し、自分たちの暮らしに直結するものとして理解を深めることが重要で

す。 

たとえば、日常的な利用の促進に加え、地域イベントや商業活動との連携による利用機会の

創出、通勤・通学だけでなく買い物や通院等の幅広い用途での利用を意識づけることで、地域

に定着した交通の維持につなげていくことが求められます。 

 

公共交通をより多くの人に利用してもらうには、誰もが安全で安心して使える環境を整える

ことも不可欠です。特に、高齢者やこども、車いす利用者等、さまざまな利用者が無理なく移

動できるようにすることが重要であり、バリアフリー化の推進やわかりやすい利用案内・乗り

継ぎ動線等、公共交通のハードおよびソフトの両面で、環境改善や安全確保に向けた取組を進

める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現 状 課 題 

更なる安全対策を講じるべき 

バス停留所が 6箇所残っている 

■ 短期・中期的課題 

● 年齢・性別・国籍・障がいの有無に関

わらず、誰もが安心して利用できる

公共交通環境の実現が求められま

す。 

● 「公共交通を地域全体で支える」とい

う意識の醸成と利用促進の取組が必

要です。 

路線バスの運行本数が 10％減少 
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３-５ まちづくりによる都市基盤の整備 

区内では、都市計画道路をはじめとする道路基盤の整備が進んでいるほか、JR 小岩駅周辺の

まちづくり、船堀駅周辺での新庁舎の整備を含む再開発、京成本線の連続立体交差事業等、ま

ちの骨格となるさまざまな都市基盤の整備が進められています。 

こうした都市基盤の整備は、駅前空間の構成や地域の移動に変化をもたらすとともに、まち

づくり完了後の施設が新たな生活・交流の拠点となると考えられます。 

 

そのため、公共交通のネットワーク構築や路線の整理、乗り継ぎ等の利便性向上、歩行者が

安心して移動できる空間形成等、まちづくりと公共交通を切り離さず一体的に進めていく必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現 状 課 題 

JR小岩駅周辺のまちづくり、 

船堀駅周辺の新庁舎の整備を含む再開発、 

京成本線連続立体交差事業等 

さまざまな都市基盤整備が進行中 

■ 中期・長期的課題 

● 交通環境の変化に対応し、公共交通

と一体となったまちづくり・空間形

成を進める必要があります。 

複数の都市計画道路が今後、整備予定 
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３-６ 前計画策定後の地域公共交通をとりまく環境変化 

地域交通法の改正により、長期的な公共交通需要の減少に対して自治体・交通事業者・地域

住民等の「地域の関係者」による連携・協働を推進することが求められています。 

実際に路線バス・タクシーの運転手は年々減少をしていることから、区民をはじめとする公

共交通の利用者に、公共交通機関が抱える課題や取組の内容を正しく知ってもらい、都市生活

を支える公共交通に対して関心を高めつつ、連携・協働する仕組みづくりが急務と言えます。 

 

また、区内の外国人居住者が急増しており、多国籍化が進行しています。こうした変化を踏

まえると、バリアフリー化とあわせて、情報提供手段の多言語化等、さまざまな利用者に寄り

添ったきめ細やかな対応が必要と考えられます。 

 

加えて、政府が主導する「2050年カーボンニュートラル」の目標達成に向けて、新技術の活

用や電気バス、次世代エネルギー車両の導入・転換が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現 状 課 題 

外国人居住者の急増 

■ 短期・中期的課題 

● 公共交通ネットワーク維持に向け

て、行政・交通事業者・地域住民等、

多様な主体による連携・協働の仕組

みづくりが必要です。[再掲] 

● 新技術の活用や脱炭素社会の実現に

資する交通サービスの導入・展開が

求められます。 

● 年齢・性別・国籍・障がいの有無に関

わらず、誰もが安心して利用できる

公共交通環境の実現が求められま

す。[再掲] 

地域交通法の改正に伴う 

「連携・協働」の推進 

新しい交通サービスの実験・導入の進展 

路線バス・タクシーの運転手が年々減少 

省エネ法改正に伴う車両の脱炭素化の推進 
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第４章 前計画の達成状況 

前計画の施策で目標とした評価指標の達成状況は以下のとおりです。 

11 の施策と 9つの指標が設定されており、年次ごとの目標値で評価すると最新の状況では 7指

標が達成、2指標が未達成となっています。 

目標１ 総合的な公共交通ネットワーク拡充 
施策 (1) 体系的な地域公共交通ネットワークの充実 

(2) 主要施設等へのアクセス性の向上 

(3) 要検証区域における公共交通のあり方検討 

(4) モデル地区での新技術の社会実験・検証 

指標 ① 公共交通のサービス圏域面積率 

令和 6年度実績：93％[未達成] / 目標値：96％ 

② 公共交通の満足度 

令和 7年度実績：57.2％[達成] / 目標値：55.7％以上 

③ 新技術の導入検討件数 

令和 7年度実績：1[達成] / 目標値：R7までに 1件以上 

未達成の要因 ① 交通空白地域におけるコミュニティ交通が本格運行に至らなかったため 

 

目標２ 交通結節点・結節機能強化 
施策 (5) 駅前広場の機能強化 

(6) 駅前広場以外の交通結節点の強化 

指標 ④ eサイクル、コミュニティサイクル、及びサイクル・アンド・ライドの 

サービス圏域率 

令和 6年度実績：99.9％[達成] / 目標値：96.0％ 

 

目標３ メトロセブン構想のステップアップ 
施策 (7) 南北方向の大量輸送機関の推進 

指標 ⑤ 環状七号線を運行する路線バスの利用者数 

令和 6年度実績：16,968人/日[達成] / 目標値：14,670 人/日 

 

目標４ 安全・安心な公共交通環境づくり 
施策 (8) 公共交通の安全対策の強化 

(9) バリアフリーの推進 

指標 ⑥ ホームドア設置駅の割合 

令和 7年度実績：75％[達成] / 目標値：75％以上 

⑦ 更なる安全対策を講じるべきバス停留所の数 

令和 7年度実績：6箇所[未達成] / 目標値：0箇所 

未達成の要因 ⑦ 移設先の確保が困難であるため 

 

目標５ みんなで支える公共交通の推進 
施策 (10) 公共交通の情報提供 

(11) 利用促進 

指標 ⑧骨格的なバス路線の利用者数【船堀街道】 

令和 6年度実績：14,884 人/日[達成] / 目標値：13,620 人/日 

⑨骨格的なバス路線の利用者数【柴又街道】 

令和 6年度実績：14,519 人/日[達成] / 目標値：12,190 人/日   
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第５章 本計画の基本方針と目標 

５-１ 本区における公共交通の役割 

本区は、共生社会の推進に欠かすことのできない先導的・先進的なユニバーサルデザインを

取り入れた交通について、すべての利用者およびすべての事業者とともに実現を目指していき

ます。そのために、利用者にとって安全で使いやすいバス停留所等の環境整備をはじめ、行先・

所要時間・頻度等がわかりやすい情報提供を行うことを重視します。 

これらを実現するために、公共交通の利用促進を図り、鉄道、路線バス等による骨格的な公

共交通ネットワーク、駅や拠点を中心とした生活圏域における移動ネットワーク、鉄道駅を中

心とした交通結節点機能の拡充を図っていきます。 

 

また、本区における公共交通は運賃収入が確保されることにより、現状の運行が維持されて

います。 

しかしながら、今後人口の減少等により利用者が減少していくと、地域で安定して公共交通

サービスを維持していくことが困難となります。 

更に、公共交通の充実を図るには、交通空白地域の解消や、運行頻度の向上等のさまざまな

取組が挙げられますが、これらは取組に関する投資に見合うだけの、公共交通の十分な利用が

なければ、実現はもとより維持そのものができません。 

 

こうしたことから、本区においては公共交通を“地域社会・地域経済における基盤の一部”

として位置付け、区民・利用者、交通事業者、道路管理者、公安委員会等の関係機関や病院・

学校等の福祉輸送・送迎バスも含めた多様な主体が連携・協働して、維持・充実を図りながら

持続していくことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「地域公共交通のリ・デザイン」 

図 関係者との連携・協働のイメージ  

自治体 
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５-２ 公共交通ネットワークのイメージ 

本区における公共交通の役割を踏まえ、公共交通ネットワークのイメージを以下のとおりに

定めます。 

■公共交通ネットワークの将来イメージ 

○ 東西方向に5つの鉄道路線があり、鉄道駅に接続する形で区内全域にバス路線網が形成さ

れています。そのうち、環状七号線、柴又街道、船堀街道を運行するバス路線を軸に「骨

格的なバス路線※」と定めています。 

 

○ 道路状況によりバス車両の運行が難しい地域については、シェアサイクル、グリーンス

ローモビリティ等を含めた多様な交通手段により区内全域での公共交通ネットワークの

形成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通ネットワークの将来イメージ 

  
※江戸川区都市計画マスタープランで示す「将来都市構造図の広域軸を支えるバス路線」をいいます。 
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５-３ 基本方針と目標 

公共交通ネットワークの維持・充実を図るため、基本方針と目標を定めます。 

なお、本計画では環境変化・社会変化によって新たに表面化した課題への対応やまちづくり

の進捗等を踏まえ、新たな取組の追加だけでなく、前計画の取組のうち維持すべき取組は継続

し、効果が確認できた取組および社会情勢の変化により見直しが望ましい取組は更新するもの

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「共生社会」を支える公共交通体系の実現 

■基本方針 

■目標 

交通結節点の強化等を図りながら、既存をベースとした公共交

通の維持・充実を目指します。 

都市構造の変化にあわせて、関係者と連携し、ニーズに沿った

バス路線へ再編します。 

目標 1 
 

人と地域をつなぐ 

持続可能な公共交通の 

維持・充実 
施策 1 公共交通ネットワークの確保・維持・改善 

施策 2 交通結節機能の強化 

高齢者や障がい者だけでなく、子育て世代や増加する外国人居

住者等、誰もが安全で安心して利用できる交通環境を目指しま

す。 

脱炭素社会の実現に向け、地球に優しい車両の積極的な導入を

進め、公共交通全体の低炭素化を図ります。 

目標 2 
 

人と地球に優しい 

公共交通環境づくりの

推進 
施策 3 ユニバーサルデザインの推進 

施策 4 環境負荷の低減 

公共交通に関わる積極的な情報発信により、更なる利用促進を

目指します。 

継続的な PR 活動やイベント開催を通じて、区民の理解と意識

の向上を目指します。 

目標 3 
 

みんなで支える 

公共交通の推進 施策 5 公共交通の利用促進 
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第６章 目標別施策 

基本方針および目標の実現に向けた施策と取組を以下のとおり設定しました。 

次ページ以降から、各取組について、その概要と実施主体・スケジュールを示しています。 

目標 1 人と地域をつなぐ持続可能な公共交通の維持・充実 

施策 1 

公共交通ネットワークの確保・維持・改善 
 

取組 1 バス路線の維持・充実 

取組 2 都市計画道路の整備に伴うバス路線の検討 

取組 3 「新たな公共交通」の導入検討 

取組 4 メトロセブン構想のステップアップ 

取組 5 区役所本庁舎移転に伴う交通環境の整備 

施策 2 

交通結節機能の強化 
 

取組 1 駅前広場の安全性・利便性向上 

取組 2 まちづくりに伴う駅前広場等の整備 

取組 3 シェアサイクルの圏域維持・利用推進 

目標 2 人と地球に優しい公共交通環境づくりの推進 

施策 3 

ユニバーサルデザインの推進 
 

取組 1 公共交通環境のバリアフリーの推進 

取組 2 踏切ゼロ化の推進 

取組 3 バス停留所の安全対策の推進 

取組 4 バス待合環境の向上 

取組 5 公共交通分野における DX推進 

取組 6 キャッシュレス決済の導入推進 

施策 4 

環境負荷の低減 
 

取組 1 環境に配慮したバス車両の導入推進 

目標 3 みんなで支える公共交通の推進 

施策 5 

公共交通の利用促進 
 

取組 1 公共交通のポータルサイトによる情報発信 

取組 2 イベント等を活用した PR活動の強化 

取組 3 運転手確保の取組への支援 
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人と地域をつなぐ持続可能な公共交通の維持・充実 

施策 1 公共交通ネットワークの確保・維持・改善 

 取組 1  バス路線の維持・充実 

人口減少や公共交通の利用者数の変動および路線バス・タクシーの運転手不足等、公

共交通を取り巻く社会情勢はますます変化しており、持続可能な公共交通のあり方が議

論されています。 

本区では、公共交通サービスおよびネットワークの維持・充実を目指して、これまで

交通事業者との協議や働きかけを積極的に進め、一定のサービス水準およびサービス圏

域の維持に努めてきました。 

 

今後はバス路線網や需要に応じたサービス内容について優先度を整理しながら、交通

事業者と連携して、効率的で持続可能な公共交通サービスの提供体制の構築を目指しま

す。また、地域住民や利用者の意見を踏まえて課題の把握と改善の検討を継続的に行い、

地域における移動手段の維持・充実を図ります。 

あわせて、本区におけるバス路線等の改善についても検討し、利用者の多様な移動ニ

ーズに対応した、持続可能な公共交通体系の形成を図ります。 

■ 実施主体 

江戸川区、交通事業者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

 
  

検討・関係者協議 
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施策 1 公共交通ネットワークの確保・維持・改善 

 取組 2  都市計画道路の整備に伴うバス路線の検討 

本区では、「東京における都市計画道路の整備方針」に基づき、都市計画道路の整備

を進めています。これらの道路整備により、交通渋滞の緩和や交通の円滑化が期待され

るだけでなく、路線バスの運行の定時性や安全性が高まり、路線バス利用者と交通事業

者双方にとってメリットがあります。 

 

本区は、引き続き都市計画道路の整備を推進しながら、交通事業者と連携してバス路

線の見直し（補助第 284・288 号線（中央）、補助第 288 号線（南篠崎）への切替）に

向けた検討を進めます。 

■ 実施主体 

江戸川区、交通事業者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

  
  

関係者協議 利用実態調査 

図 令和 6 年 3 月に開通した 

都市計画道路補助第 288 号線（南篠崎） 

図 都市計画道路整備状況 

（赤・橙線は現在事業中） 

＜整備前（平成 14年）＞ 

＜整備後（令和 6年 3月）＞ 
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施策 1 公共交通ネットワークの確保・維持・改善 

 取組 3  「新たな公共交通」の導入検討 

近年、鉄道と路線バスといった従来の公共交通ではカバーできない地域において、小

規模で柔軟な運行が可能な新型輸送サービス（デマンド交通、グリーンスローモビリテ

ィ等）や電動キックボードの導入が広がっています。これらについては、地域の交通課

題の解消に向け、行政と連携しながら地域自らが主体となり運営している事例も見られ

ます。 

 

こうした状況を踏まえ、本区は地域が主体となった新たな公共交通の導入について、

可能性やルートの検討、実証運行等を支援するとともに、交通安全上の課題の確認や実

証運行に必要となる関係機関との協議を行います。 

■ 実施主体 

地域組織、江戸川区 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

 
   

地域運営組織の設立に伴い実証運行の実施 

出典：デジタル庁「第 5 回 モビリティ・ロードマップ」のありかたに関する研究会資料」（令和 5 年 7 月） 

図 「新たな公共交通」のイメージ 



 

38 

施策 1 公共交通ネットワークの確保・維持・改善 

 取組 4  メトロセブン構想のステップアップ 

■ 環七高速鉄道（メトロセブン）構想の推進 

「環七高速鉄道（メトロセブン）」構想は、エイトライナー構想とともに都内 9区を

環状につなぐ公共交通として、国の交通政策審議会第 198号答申に位置付けられていま

す。構想の実現を目指し、江戸川区・葛飾区・足立区の 3区で構成される「環七高速鉄

道（メトロセブン）促進協議会」では、東京都や関係区とも連携し、検討を進めていま

す。 

今後は、事業化に向けて、第 198 号答申（平成 28 年）に示された事業費等の課題に

ついて具体的な検討を行うとともに、令和 12 年度に想定される次期答申を見据え、関

係機関への働きかけを継続します。 

また、あわせてイベント等を活用した PR 活動を行い、区民の理解と関心を高めなが

ら、機運の醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ シャトル☆セブンの利便性向上 

メトロセブン構想の早期実現を目指すとともに、区内の南北交通の課題を改善する短

期的な取組として運行が開始されたシャトル☆セブンでは、利用者が増加傾向にあり、

更なる輸送力の向上が求められています。 

こうした状況を踏まえ、本区は将来的なメトロセブン整備を見据えつつ、シャトル☆

セブンの更なる快適性やサービス水準の向上等を検討します。 

■ 実施主体 

環七高速鉄道（メトロセブン）促進協議会、江戸川区、交通事業者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

   

   

次期答申見込み 関係者協議 需要調査・課題整理 

シャトル☆セブンの利便性向上・高質化の検討 

検討 

図 メトロセブン構想 
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施策 1 公共交通ネットワークの確保・維持・改善 

 取組 5  区役所本庁舎移転に伴う交通環境の整備 

新庁舎は、行政手続きのみならず「協働・交流の拠点」として、区民が集まり賑わい

を生む空間を整備し、アクセスしやすく誰もが利用しやすい庁舎を目指しています。 

それに伴い、駅利用者の利便性を向上させるため、船堀駅から新庁舎までを歩行者デ

ッキで繋ぐとともに、デッキに直結する新しい改札も設けます。 

 

路線バスの運行経路やダイヤの見直し、船堀駅周辺でのバス停留所やタクシー乗り場

の配置最適化等による乗り継ぎ利便性の向上について、多角的な視点で検討を進めま

す。 

■ 実施主体 

江戸川区、交通事業者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

 
  

検討・関係者協議 

図 完成イメージ 図 コミュニティ広場 

出典：江戸川区新庁舎基本設計（令和 6 年 7 月） 出典：江戸川区新庁舎基本設計（令和 6 年 7 月） 
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施策 2 交通結節機能の強化 

 取組 1  駅前広場の安全性・利便性向上 

区内の駅前広場は多くの歩行者が行きかい、路線バスをはじめ多くの車両が通行して

いるため、駅前広場利用者の安全性を確保するとともに、利便性の向上が求められてい

ます。一部の駅前広場では、歩行者とバス車両の動線の交錯や、バス停留所以外でのバ

ス車両の停車等が生じています。 

こうした状況を踏まえ、本区では駅前広場の再整備およびバス停留所の配置見直し等

による安全で快適な駅前空間の形成について検討を進めています。 

 

引き続き、各関係者と連携し、駅前広場の更なる利便性向上に向けて取組んでいきま

す。 

■ 実施主体 

江戸川区、交通事業者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

 
  

検討・関係者協議 

図 篠崎駅のバス停留所の横断抑止柵 図 葛西駅の待機列路面標示 

図 駅前広場の改良イメージ 
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施策 2 交通結節機能の強化 

 取組 2  まちづくりに伴う駅前広場等の整備 

JR小岩駅周辺では、交通環境の向上に向けた北口・南口駅前広場の整備が進み、京成

小岩駅周辺では、京成本線の連続立体交差事業にあわせた周辺地域のまちづくりが計画

されています。また、船堀駅周辺では、新庁舎や歩行者デッキの整備等にあわせてまち

づくりが進んでいます。 

これらの事業により、駅前広場等における歩行者の公共交通へのアクセス向上、歩行

者の安全確保等が期待されます。 

 

本区は関係機関・交通事業者と連携し、多様な交通主体が共存できる空間構成の検討、

ユニバーサルデザインの導入、地域特性や景観への配慮を含めた誰もが利用しやすい駅

前空間の形成を計画的に進めます。 

■ 実施主体 

江戸川区、交通事業者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

 
  

検討・関係者協議 

提供：JR 小岩駅北口地区第一種市街地再開発組合 

図 JR小岩駅北口駅前広場 完成イメージ

イラスト 

出典：江戸川区「京成小岩駅周辺地区まちづくり基本計画」 

※イラストはあくまでもイメージです。 

図 京成小岩駅前広場のイラスト 
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施策 2 交通結節機能の強化 

 取組 3  シェアサイクルの圏域維持・利用推進 

区内におけるシェアサイクルのポート整備は順調に進んでおり、利用圏域として考え

られるサイクルポートを中心とした半径 800m の圏域は、区内全域をカバーしています。 

 

今後は、鉄道駅やバス停留所等の主要な交通結節点へのシェアサイクルのポート設置

を更に促進しつつ、シェアサイクルの圏域を維持することで、公共交通との乗り継ぎ利

便性、地域内の回遊性の向上を図ります。あわせて、シェアサイクルに関する周知を進

め、より多くの利用者が円滑に利用できる環境づくりに取組みます。 

また、安全かつ快適にシェアサイクルを利用できるよう、利用状況を継続的に把握・

分析し、運用方法やサイクルポートの配置の最適化を図ります。 

■ 実施主体 

江戸川区、民間事業者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

 
  

利用促進・ポートの拡充 

図 区内に設置されたサイクルポート 
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人と地球に優しい公共交通環境づくりの推進 

施策 3 ユニバーサルデザインの推進 

 取組 1  公共交通環境のバリアフリーの推進 

国土交通省は、令和 2年に「移動等円滑化の促進に関する基本方針」を改定し、鉄道

駅のホームドア設置の推進や、大規模な鉄道駅におけるバリアフリー経路の整備に関す

る方針を示しています。 

これを受けて、交通事業者は鉄道駅やバス停留所、車両のバリアフリー化を進めてい

ます。また、本区においても、視覚障がい者誘導用シートの整備、案内サインの改善等、

公共空間のバリアフリー化を進めています。 

 

引き続き、交通事業者は国および東京都の基準に基づいたバリアフリー化を計画的に

進めます。 

また、本区は残り 3 駅（京成小岩駅、江戸川駅、葛西臨海公園駅）のホームドアの早

期設置に向けた要請を行うとともに、高齢者や障がい者だけでなく、子育て世代や増加

する外国人居住者等、誰もが安全で快適に移動できるまちの実現を目指し、ユニバーサ

ルデザインのある公共交通設備の整備を進めます。 

■ 実施主体 

江戸川区、交通事業者、交通管理者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

 
  

バリアフリー化の推進 

図 船堀駅北口交差点のエスコートゾーン 

（視覚障がい者用道路横断帯） 

図 JR 総武線 平井駅のホームドア 

（令和 7 年 10 月 31 日 供用開始） 



 

44 

施策 3 ユニバーサルデザインの推進 

 取組 2  踏切ゼロ化の推進 

区内にある 3箇所の踏切については、連続立体交差事業により除却されることで、沿

線地域の交通安全の確保や道路渋滞の緩和が期待されます。国土交通省は、令和 4年 4

月に 3箇所の踏切を含む京成本線（京成高砂駅～江戸川駅間）の事業について、今後事

業化に向けた準備・計画を進めることが望ましいと判断しました。 

 

こうした状況を踏まえ、本区は早期実現に向け、関係機関に対し継続的に働きかけを

実施します。また、短期的な取組として踏切周辺環境の安全対策を関係者と進めていき

ます。 

  

■ 実施主体 

東京都、江戸川区、交通事業者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

 
  

早期実現に向けた関係機関への働きかけの実施 

出典：江戸川区ホームページ「京成本線連続立体交差化の推進」に加筆 

図 京成本線（京成高砂駅～江戸川駅間）踏切位置図 

図 踏切周辺の安全対策例（京成１号踏切） 

＜対策前＞ ＜対策後＞ 

連続立体交差化により 
除却される踏切（3 箇所） 



 

45 

施策 3 ユニバーサルデザインの推進 

 取組 3  バス停留所の安全対策の推進 

区内には、更なる安全対策を講じるべきバス停留所が複数存在しており、そのうち４

箇所のバス停留所が移設等により解消されました。残る 6 箇所のバス停留所において

は、移設が難しい状況にあるため、看板設置や車内アナウンス等の注意喚起により、安

全対策を実施しています。 

 

引き続き、残りのバス停留所について、交通事業者・関係機関と連携し、バス停留所

の移設や運行ルートの見直しによる早期解決に向けて取組を進めます。 

■ 実施主体 

江戸川区、交通事業者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

 
  

移設先検討・関係者協議・バス停留所の移設（適宜） 

図 移設による安全対策例（菅原橋西バス停留所（葛西駅方面）） 

＜移設前＞ ＜移設後＞ 
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施策 3 ユニバーサルデザインの推進 

 取組 4  バス待合環境の向上 

路線バスの待合環境については、国のバリアフリーガイドラインにおいて、ベンチや

上屋、照明、案内表示等の整備が求められており、区内のバス停留所においても、ベン

チや上屋の設置・整備を進めています。 

 

本区は引き続き、交通事業者と連携し、バス停留所の利用状況や設置条件（歩道の幅

員や支障物）を踏まえながら、誰もが安心かつ快適に路線バスを利用できる待合環境の

整備を進めます。 

■ 実施主体 

江戸川区、交通事業者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

  
  

整備等による改善 実態調査・検討 

出典：国土交通省 国土技術政策総合研究所「都市・まちづくりと連携し基幹的交通軸を成す 

魅力あるバス輸送システムの計画ガイドライン」（令和 7 年 6 月） 

図 路線バスの待合環境改善に向けた取組の例 
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施策 3 ユニバーサルデザインの推進 

 取組 5  公共交通分野における DX推進 

公共交通の利用促進には、利用者が必要とする運行時刻や運休状況等の情報を、誰も

がわかりやすく、タイムリーに入手できる環境を整備することが重要です。 

こうした観点から、本区では、バス停留所の待合環境の向上とあわせて、デジタル案

内表示やリアルタイムの運行情報を提供するデジタル案内設備の整備が進められてい

ます。 

 

本区は引き続き、デジタル技術を活用した公共交通の情報提供による利便性向上を目

的に、関係機関と連携し整備を進めます。 

 

■ 実施主体 

江戸川区、交通事業者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

 
  

関係者協議・整備推進 

図 葛西駅のデジタル案内標識 図 西葛西駅のデジタルサイネージ 

図 バスロケーションシステム 
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施策 3 ユニバーサルデザインの推進 

 取組 6  キャッシュレス決済の導入推進 

キャッシュレス決済は、利用者にとって現金の準備が不要で、乗車時の手間を軽減で

きるメリットがあります。また、バス事業者にとっても、現金支払い時の運賃確認や釣

銭対応にかかる時間を削減できるため、運行の定時性が確保できる等、効率性の向上が

期待されます。そのため、二次元コードやクレジットカード等を利用したキャッシュレ

ス決済の導入が進んでいます。 

 

こうした状況を踏まえ、交通事業者は利用者の利便性向上および円滑な乗車環境の確

保、更には運行サービスの質的向上を目的として、二次元コード決済やクレジットカー

ド決済等、多様な決済手段の導入を引き続き推進します。 

■ 実施主体 

交通事業者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

 
  

導入推進 

出典；国土交通省「MaaS 基盤整備事業（地域交通キャッシュレス導入支援）」 

図 キャッシュレス決済のイメージ 
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施策 4 環境負荷の低減 

 取組 1  環境に配慮したバス車両の導入推進 

政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、バス事業者は二酸化炭

素や窒素酸化物等の温室効果ガスの排出量を抑制する電気バスや燃料電池バスの導入

を進めています。 

 

引き続き、バス事業者はバス車両の更新とあわせ、低炭素・脱炭素型車両の導入を段

階的・計画的に進めます。 

■ 実施主体 

交通事業者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

 
  

導入推進 

図 導入が進む電気バス・燃料電池バス 

出典：京成バス HP 

京成バス（電気バス） 

 

出典：東京 BRT HP 

東京 BRT（燃料電池バス） 

出典：東京都交通局 HP 

都営バス（電気バス） 

京成バス東京提供 

京成バス東京（電気バス） 
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みんなで支える公共交通の推進 

施策 5 公共交通の利用促進 

 取組 1  公共交通のポータルサイトによる情報発信 

本区では、公共交通に関する情報をわかりやすく一元的に確認できる環境を整備する

ため、公共交通ポータルサイトを開設しています。 

ポータルサイトを通じた情報発信は、公共交通の利便性や役割への理解を深めるとと

もに、地域全体で公共交通を支える意識の醸成や利用促進につながることが期待されま

す。 

 

このため、本区では利用促進に繋がる取組や公共交通の成り立ち、外国人向けのコン

テンツ（路線バスの乗り方、区内の移動方法、観光施設案内）等、多様な情報を発信し

ています。 

また、交通事業者が行っているマナーアップや暴力防止、痴漢防止キャンペーンなど、

利用者の安全・安心に関する取組についても積極的に情報発信していきます。 

地域公共交通は、皆さまのご利用により支えられています。引き続き、多くの皆さま

が公共交通への関心を高め、地域全体で公共交通を支え合う仕組みづくりを目指しま

す。 

■ 実施主体 

江戸川区 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

 
  

公共交通ポータルサイトの運営 

図 江戸川区の公共交通ポータルサイト 

ここから 

アクセス 

↓ 
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施策 5 公共交通の利用促進 

 取組 2  イベント等を活用した PR活動の強化 

地域公共交通の利用促進にあたっては、多くの区民に公共交通の基本的な役割や必要

性、その利便性やメリット等を正しく認識してもらうことが重要です。 

本区では、こうした意識向上を図るため、公共交通ポータルサイトによる情報発信に

加え、本区や交通事業者が主催・出展する各種イベントにおいて、利用促進 PR を積極

的に行っています。 

イベントでは、路線バスや鉄道の運行情報、利便性の紹介や写真撮影用パネルの設置、

公共交通の利用を促すグッズの配布等を通じて、公共交通を身近に感じてもらう機会を

提供しています。 

 

引き続き、SNSやデジタルメディアを活用した広報、地域団体や学校との連携による

啓発活動の充実等、取組を継続・発展させながら、公共交通への理解と利用促進を図り

ます。 

■ 実施主体 

江戸川区、交通事業者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

 
  

利用促進キャンペーンの実施（年 1回以上） 

図 過去に実施したイベント開催状況 

第 47回 江戸川区民まつり（令和 7 年 10 月） 第 20回 全国バスマップサミット（令和 6年 2 月） 
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施策 5 公共交通の利用促進 

 取組 3  運転手確保の取組への支援 

路線バス・タクシー運転手の高齢化や労働環境の変化に伴い、全国的に運転手不足が

深刻化しており、区内においても一部のバス路線において運行本数の減便が生じていま

す。 

これらは、通勤や通学、通院、買い物等、地域住民の生活に直結する移動手段の確保

に影響を及ぼす重要な課題となっています。 

 

こうした状況を踏まえ、本区は交通事業者と連携しながら、運転手の採用募集に関す

る周知啓発を積極的に行うとともに、交通事業者は働きやすい職場環境の整備や人材確

保に向けた取組を推進し、持続的な運行体制の確保を図ります。 

■ 実施主体 

江戸川区、交通事業者 

■ スケジュール（年度） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

 
  

事業者との連携による周知・啓発の実施 

図 バス会社合同説明会（後援：江戸川区） 
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第７章 数値目標 

７-１ 評価指標と目標値 

本計画で掲げる 3 つの目標について、目標の達成状況を定量的・客観的に評価するため、8 つ

の評価指標と目標値を設定します。この指標に基づき毎年評価を行います。 

 

目標 評価指標 単位 
基準値 

（実績年度） 
目標値 

（令和 12 年度） 

人
と
地
域
を
つ
な
ぐ 

持
続
可
能
な
公
共
交
通
の 

維
持
・
充
実 

交通のサービス圏域率 ％ 92.9 
（令和 7 年度） 

93.5 

新たな移動手段の実証事業 地区 ― 3 

公共交通軸と定めるバス路線の 

日当たり利用者数 
万人/日 4.6 

(令和 6 年度) 
5.0 

人
と
地
球
に
優
し
い 

公
共
交
通
環
境
づ
く
り
の 

推
進 

更なる安全対策を講じるべき 

バス停留所の解消数 
箇所 ― 2 

デジタル技術を活用した 

案内設備の導入 
箇所 4 11 

二酸化炭素の排出量 

（運輸部門） 

千トン-

CO2 
394.0 

（令和 4 年度） 
375.0 

以下 

み
ん
な
で
支
え
る 

公
共
交
通
の
推
進 

公共交通（交通の便）の満足度 ％ 57.2 
(令和 7 年度) 

60.0 

公共交通の日当たり利用者数 

（鉄道+路線バス） 
万人/日 48.3 

(令和 6 年度) 
50.5 

※計画の進捗について江戸川区のホームページにて公開しています。 
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７-２ 目標値の算出方法 

 交通のサービス圏域率 

鉄道駅から 500ｍ、バス停留所から 300ｍを公共交通のサービスが充足すると考えられるサ

ービス圏域とします。また、区内の可住地面積（東京都土地利用現況調査に基づく）に対する

サービス圏域の面積をサービス圏域率とします（サービス圏域面積÷区可住地面積）。 

ただし、サービス圏域外と判定された地点についても、7.74ha（水域等に接している場合は

3.87ha）未満の地区については、下図に示す考え方に則りサービス圏域に含めます。 

鉄道や路線バスの公共交通によるサービス圏域率は令和 7 年度時点で 92.9％です。残る交

通空白地域においては、区と地域が連携し、地域が主体となる「新たな移動手段」によって解

決することにより、区内全域の交通サービス圏域率の向上を図ります。 

【公共交通沿線地域に関するイメージ】 
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 新たな移動手段の実証事業 

区内の交通空白地域における、新たな移動手段の導入に向けた実証運行の実施件数を対象と

します。 

本計画では、3 地区を目標値と設定しました。具体的な事業対象地域は、最寄りのバス停留

所からの距離が遠い地域や、高齢化率、地域からの要望等を踏まえて決定します。 

 公共交通軸と定めるバス路線の日当たり利用者数 

区内の南北方向（主に船堀街道、環状七号線、柴又街道）を結ぶバス路線を本計画における

公共交通軸とし、指標の対象とします。 

施策の展開により、自動車からの転換、新規利用者の獲得、既存の利用者の利用回数拡大等

による路線バスの年間利用者数が増加するとして目標を設定しました。 

表 公共交通軸と定める区間と対象とするバス路線 

区間 事業者 対象とするバス路線 

船堀 

街道 
都営バス 

新小 21（新小岩駅～船堀駅～西葛西駅） 

臨海 22（船堀駅～西葛西駅～臨海車庫） 

環状 

七号線 

都営バス 
新小 20（東新小岩四～上一色～一之江駅） 

臨海 28（一之江橋西詰～一之江駅～臨海車庫） 

京成バス東京 新小 20（東新小岩三丁目～新小岩駅北口～一之江駅） 

京成バス 
SS07（小岩駅～葛西臨海公園駅～東京ディズニーリゾート ®） 

SS08（亀有駅～葛西臨海公園駅～東京ディズニーリゾート ®） 

柴又 

街道 
京成バス 

小 55（小岩駅～京成小岩駅入口～金町駅） 

小 73（小岩駅～瑞江駅～江戸川清掃工場） 

小 76（小岩駅～一之江駅～葛西駅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年度別・公共交通軸と定める区間の路線バスの利用者数の想定推移 

  

47,094 47,818 48,541 49,265 49,988 50,768

43,020

34,625

37,241

39,957

43,477

46,371

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

（人/日）

H31/R1→R6 の伸び率と 
ほぼ同程度で推移すると想定 
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 更なる安全対策を講じるべきバス停留所の解消 

更なる安全対策が求められるバス停留所について、引き続き現地状況や利用実態を踏まえな

がら、交通事業者・関係機関と連携し、移設等による解消に向けた協議を進めます。 

本計画では、直近の協議状況を踏まえ 2箇所の解消を目標値として設定し、将来的にはすべ

ての箇所の解消を目指します。 

 

 デジタル技術を活用した案内設備の導入 

区内の駅施設や駅前広場等の交通結節点における交通結節機能の向上を目的として、公共交

通の情報を表示できる案内設備の導入を進めていきます。 

本計画では、区内の駅前広場がある鉄道駅（江戸川駅を除く）11箇所を対象とします。 

 二酸化炭素の排出量（運輸部門） 

本区では、「江戸川区気候変動適応計画（令和 4年 12月策定）」において、令和 12年度ま

でに温室効果ガス排出量の 50％削減を目標としています。また、国の計画では、交通・物流（運

輸部門）に関して、「令和 12年度において二酸化炭素排出量 35％削減（平成 25年度比）」を

目標としています。 

本計画では、公共交通を対象とするため、国が掲げる運輸部門（平成 25 年度比）35％削減

を目指します。 

オール東京 62市町村共同事業「温室効果ガス排出量」によると、本区における平成 25年度

の二酸化炭素排出量は 560 千トン-CO2 です。これに対し、35％の削減をした 364 千トン-CO2

（560×0.65）を目標値として設定します。 

 

なお、データの算出年次は公表年次と 3 年のずれが生じるため、令和 12 年度公表の値は令

和 9年度実績となります。 

表 二酸化炭素の排出量（運輸部門）の想定目標量 

評価年 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

排出量 
(千トン-CO2) 

394.0 390.2 386.4 382.6 378.8 375.0 371.2 367.4 363.6 

削減量 
(千トン-CO2) 

 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8  

実績年次 <R4> <R5> <R6> <R7> <R8> <R9> <R10> <R11> <R12> 

※各年の減少量は均一と想定。黄着色部分は本計画の計画期間 

 

 公共交通（交通の便）の満足度 

近年の「江戸川区民世論調査」では、交通の便に関する満足度（満足+やや満足）が 55％前

後で推移しています。 

本計画では、更なる施策の展開により満足度が年々上昇すると想定して、最終目標値を 60％

と設定しました。 



 

57 

 公共交通の日あたり利用者数（鉄道+路線バス） 

区内のすべての鉄道駅および区内を通過するすべてのバス路線を対象とします。 

施策の展開により、自動車からの転換、新規利用者の獲得、既存の利用者の利用回数拡大等

による公共交通の年間利用者数の増加が望まれますが、今後は人口の減少傾向もあり、大幅な

増加は見込みにくいと考えられます。 

以上を踏まえ、当面は鉄道利用者が新型コロナウイルス感染症の流行前まで回復することを

想定し、公共交通の利用者数 50.5万人/日を目標として設定しました。 

表 鉄道・路線バス利用者数の推移（単位：人/日） 

利用者 H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6 目標値 

鉄道 351,339 266,409 278,639 300,655 318,039 329,292 351,339 

路線バス 145,873 122,120 131,201 139,828 146,958 153,842 153,842 

合計 497,212 388,529 409,840 440,483 464,997 483,134 505,181 
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第８章 計画の推進方針 

８-１ 推進体制 

公共交通の利用者である区民や交通事業者等の関係主体が、本計画を理解・共有し、推進して

いくことが重要です。そのため、本区が中心となって、本計画の周知と関係主体間の連携強化を

図るものとします。 

また、本計画に基づく公共交通施策は、まちづくりの一環として、本区が地域や交通事業者等

の関係主体と連携・協働して進めます。 

更に、必要に応じて国や東京都等の関係機関とも連携・協働を図りながら本計画を推進します。 

 

８-２ 江戸川区地域公共交通活性化協議会の役割 

江戸川区地域公共交通活性化協議会は、地域公共交通計画の検討・協議に加え、計画策定後に

おける施策の実施状況および達成状況の評価に関する実施主体としての役割も担います。 

また、交通事業者をはじめ、道路管理者、公安委員会、利用者等関係主体間の連携・調整につ

いて、本区が中心となって行う機関として機能することとします。 

更には、情報提供や利用促進等に関わる施策の実施主体としても機能することとします。 

 

図 江戸川区地域公共交通活性化協議会の機能と役割 

  

地域公共交通計画の検討・協議・進捗管理 

江戸川区地域公共交通活性化協議会 

 

交通事業者 

道路管理者 

公安委員会 

利用者（代表） 

学識経験者 

国・東京都 

江戸川区 等 

江戸川区 

● 市街地開発や

土地利用等の

政策に関わる

情報提供 

● 行政の視点か

ら公共交通に

関する提案 

● 区民の視点か

ら公共交通の

利用状況に関

する要望 

交通事業者 

● 公共交通の運

行、路線・サー

ビス等の見直

し等に関する

情報共有 

一元的な情報提供・利用促進策等の実施 
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８-３ PDCAサイクルによる評価・検証 

本計画は、計画策定（Plan）、施策・事業の実施（Do）、評価・検証（Check）、施策・事業

の見直し・改善（Action）を繰り返す PDCA サイクルの考え方により推進します。 

なお、毎年度の施策・事業の実施・評価・見直しという短期の PDCA サイクルと、計画期間を

通しての長期の PDCAサイクルにより、計画の推進および進捗管理を行います。 

■長期における進捗管理・評価スケジュール 

 

 

■年度ごとの基本スケジュール 

 

  

 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

計画策定 

【Plan】 
     

施策実施 
【Do】 

     

目標達成 

状況の評価 
【Check】 

     

計画の 

見直し・改善 
【Action】 

     

 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

江 戸 川 区             

地域公共交通 

活性化協議会 
            

交通事業者等             

 

実施 実施 実施 実施 実施 

次年度事業検討 次年度事業検討 次年度事業検討 次年度事業検討 次年度事業検討 

次期計画検討 

事業実施 

事業実施 

次年度予算要望 

会議の開催 会議の開催 

指標達成状況の報告 
計画の見直し・改善に関する議論 

課題の共有 

次年度事業の調整 
計画の見直し・改善 

に関する議論 
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参考資料 地域公共交通計画の策定経過および体制 

参考-１ 協議・策定経緯 

 

年度 月日 内容 

令和 6 年度 

令和 6 年 

9 月 6 日 

令和 6 年度 第 1 回 江戸川区地域公共交通活性化協議会 

【報告】江戸川区地域公共交通計画等の改定に向けて 

○現地域公共交通計画について 

○改定に係る視点 

○改定に向けた動き 

令和 7 年 

3 月 21 日 

令和 6 年度 第 2 回 江戸川区地域公共交通活性化協議会 

【議事】江戸川区地域公共交通計画の改定に向けた経過報告 

○これまでの経緯等 

○区内都市構造の変化 

○現計画で位置付けた課題毎の現状・取組状況 

○次期計画の基本的方針（案）・目標設定の方向性 

○今後の予定 

令和 7 年度 

令和 7 年 

12 月 15 日 

令和 7 年度 第 1 回 江戸川区地域公共交通活性化協議会 

【議事】江戸川区地域公共交通計画の改定について 

○計画策定の目的と本計画の位置付け 

○公共交通を取り巻く現状 

○施策設定の視点 

○基本方針と目標 

○施策・取組 

○数値指標と目標値 

○今後の予定 

令和 8 年 

1 月 15 日 

～ 

2 月 13 日 

パブリックコメント実施（30 日間） 

令和 8 年 

3 月 26 日 

令和 7 年度 第 2 回 江戸川区地域公共交通活性化協議会 

【議事】江戸川区地域公共交通計画の改定について 

○パブリックコメントの実施結果 
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参考-２ 協議体制（江戸川区地域公共交通活性化協議会 委員） 

■江戸川区地域公共交通活性化協議会 委員名簿（1/2） 

区分 
委員 

備考 
所属・役職 氏名 

公共交通事業者等 

（法第６条 

 第２項第２号関係） 

東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社 企画総務部 

経営戦略ユニット マネージャー（旧：企画部長） 

正能 俊輔 

重松 景則 

～R7.3 

R7.4～ 

東京地下鉄株式会社 鉄道本部 鉄道統括部 

開発連携・工事担当課長 

廣元 勝志 

倉本 広太郎 

～R7.3 

R7.4～ 

京成電鉄株式会社 鉄道本部計画管理部 

鉄道企画担当課長 

土屋 稿治 

浅岡 祐介 

～R7.3 

R7.4～ 

東京都 交通局 総務部 企画調整課 

技術調整担当課長 
近藤 琢哉  

東京都 交通局 自動車部 

計画課長 

若田 瑞穂 

井上 清一 

～R7.3 

R7.4～ 

京成バス株式会社 

取締役営業部長 
三浦 裕樹  

京成タウンバス株式会社 代表取締役社長 

京成バス東京株式会社 営業部長 

檜山 雅紀 

長坂 保宏 

～R7.3 

R7.4～ 

東京 BRT 株式会社 

代表取締役社長 
木下 良紀  

一般社団法人 東京バス協会 

乗合業務部長 
冨樫 秀樹  

一般社団法人 東京ハイヤー・タクシー協会 

業務部長 
小池  毅  

東京都交通運輸産業労働組合協議会  

幹事バス部会事務長 

志村 雅貴 

永見 則雄 

～R7.3 

R7.4～ 

道路管理者 

（法第６条 

 第２項第２号関係） 

国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 

交通対策課 建設専門官 
菊池 信久  

東京都 第五建設事務所 

管理課長 
小林  実  

江戸川区 土木部 

施設管理課長 

石原 詠子 

多賀 美代 

～R7.3 

R7.4～ 

公安委員会 

（法第６条 

 第２項第３号関係） 

警視庁 交通部 

交通規制課 管理官(調査担当) 
西東 俊郎  

警視庁 

小松川警察署 交通課長 

三嶋 純治 

三保田 将司 

～R6.9 

R6.10～ 

警視庁 

葛西警察署 交通課長 

竹花 英昭 

加藤 朋宏 

～R6.9 

R6.10～ 

警視庁 

小岩警察署 交通課長 
佐藤 正又  

地域公共交通の 

利用者の代表 

（法第６条 

 第２項第４号関係） 

江戸川区商店街連合会 

会長 
濱田 守正  

江戸川区連合町会連絡協議会 

会長 
関口 孟利  
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■江戸川区地域公共交通活性化協議会 委員名簿（2/2） 

区分 
委員 

備考 
所属・役職 氏名 

学識経験者 

（法第６条 

 第２項第４号関係） 

福島学院大学マネジメント学部 

地域マネジメント学科 教授 
寺田 一薫  

交通ジャーナリスト 鈴木 文彦  

その他団体等 

（法第６条 

 第２項第４号関係） 

一般社団法人 江戸川区医師会 

事務局長 
柴 拓巳  

社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会 

事務局長 

山﨑  実 

岡村 郁子 

～R7.3 

R7.4～ 

その他行政機関 

（法第６条 

 第２項第４号関係） 

国土交通省 関東運輸局 

交通政策部 交通企画課長 
市野 将英  

国土交通省 関東運輸局 東京運輸支局（総務企画） 

首席運輸企画専門官 
中山 俊夫  

国土交通省 関東運輸局 東京運輸支局（輸送） 

首席運輸企画専門官 

佐藤 義尚 

小林 聡 

～R7.3 

R7.4～ 

東京都 都市整備局 都市づくり政策部 

広域調整課 政策調整担当課長 
松岡 秀一  

東京都 都市整備局 都市基盤部 

交通企画課 地域公共交通担当課長 

武山 信幸 

吉川 昌孝 

～R7.3 

R7.4～ 

江戸川区 土木部長 
山口 正幸 

大竹 則之 

～R7.3 

R7.4～ 

江戸川区 土木部 

計画調整課長 

大竹 則之 

本多 吉成 

～R7.3 

R7.4～ 

江戸川区 都市開発部長 眞分 晴彦  

江戸川区 都市開発部 

都市計画課長 
川原 進太郎  
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